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［発令基準］
１２月から５月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発
表された場合

　令和７年２月に発生した岩手県大船渡市の
大規模林野火災を受けて、令和８年１月１日
から林野火災の予防を目的に、火災予防条例
が改正されます。
　今回の林野火災が起きた時、２月としては
過去６０年間で最も降水量が少なく、「乾燥
注意報」が発表され、出火日の最大風速が
８．３ｍ/ｓで、「強風注意報」も発表されて
いました。

　消防車両での巡回広報や町村の防災無線広報、双葉消防及び町村HP等を活用して住民の皆様に周知
します。

　「林野火災注意報」は、罰則が伴わない努力義務となります。
　「林野火災警報」は、火の使用の制限に違反した者に対し、３０万円以下の罰金又は拘留に処する
ことが消防法で定められています。（消防法第２２条第４項・消防法第４４条第１８号）

　①山林、原野等において火入れをしないこと。
　②煙火（花火等）を消費しないこと。
　③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
　④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
　⑤山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
　⑥残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

　林野火災の予防上、危険な気象状況になった際、警報が発令された町村は「火の使用の制限」につ
いて、従うこととなります。

　林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際、注意報が発令された町村は「火の使用の制
限」について、従うよう努めることとなります。

［発令基準］

１２月から５月の期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合
①前３日間の合計降水量が１mm以下　かつ　前３０日間の合計降水量が３０mm以下
②前３日間の合計降水量が１mm以下　かつ　乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます！

【保存版】

双葉消防本部 ０２４０－２５－８５２３ 消防指令センター ０２４０－２５－８５６１

富岡消防署 ０２４０－２２－２１１９ 浪江消防署 ０２４０－３４－４１１１

楢葉分署 ０２４０－２５－２１１９ 葛尾出張所 ０２４０－２９－２１１９

川内出張所 ０２４０－３８－２１１９

双葉消防本部 URL:http://www.futabashobohonbu.jp/ 右のQRコードからもアクセスできます。

林野火災注意報・警報に関するお問い合わせは、下記「双葉消防本部」の消防課予防係へお願いします。

「林野火災注意報」とは？

「林野火災警報」とは？

「火の使用の制限」とは？

「火の使用の制限」に従わなかった場合は？

「林野火災注意報・警報」発令時の住民周知方法は？


